
国内で発生が確認されたウメ輪紋ウイルスに

関する対策検討会（平成２２年度 （議事概要））

平成２２年１０月７日（木）

９時４５分～１２時１５分

農林水産省三番町共用会議所大会議室

１．平成２２年度の発生状況調査の実施状況等

○ 平成２２年度に実施した発生状況調査の９月３０日現在の結果等について、

農林水産省植物防疫所及び東京都から報告があった。

２．発生が確認された地域における今後の防除対策のあり方

○ 感染樹が確認された地域においては、原則として、感染樹が確認された地点

（ 「 」から半径１ｋｍの範囲を省令に基づく緊急防除の防除区域 以下 防除区域

という ）に追加指定する方向で今後検討を行うべきことを確認した。。

○ なお、すべての感染樹の処分が終わっている（又は速やかな処分が見込まれ

る）地域については、少なくともその後３年間は植物防疫官による監視を継

続することを前提として防除区域に指定しないという判断もあり得るが、専

門家より、その場合でも、アブラムシの防除を徹底するなど、十分な防除を

実施するよう努めるべきとの意見があった。

、 、 、 、○ また 専門家より 防除の実効性を確保するため 生産者や地域住民に対し

病気の発生に伴う調査・防除等の内容を予め具体的に提示しておくことの重

要性について指摘があった。

３．今後実施すべき調査のあり方

、 、○ 来年度以降も引き続き 防除区域周辺及び各都道府県における発生状況調査

感染のおそれがある樹の追跡調査を実施すべきことを確認した。

○ これまでの調査で、公園等の観光園地において感染樹が発見された事例が多

かったことを踏まえ、来年度以降の各都道府県における調査においては、生

産園地に加え、観光園地を重点的な調査対象とすべきこととされた。

以上


